
 
 

 
 

 
   

東
栄
町
空
き
家
等
情
報
活
用
制
度
要
綱 

  

（趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
要
綱
は
、
東
栄
町
に
お
け
る
空
き
家
等
の
有
効
活
用
を
通
し
て
、
東
栄
町
民
と

都
市
住
民
の
交
流
拡
大
及
び
定
住
促
進
に
よ
る
地
域
の
活
性
化
を
図
る
た
め
、
東
栄
町
空
き

家
等
情
報
活
用
制
度
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（定
義
） 

第
二
条 

こ
の
要
綱
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 
 

一 

空
き
家
等 

空
き
家
、
空
き
店
舗
、
空
き
事
業
所
、
空
き
事
務
所
、
空
き
工
場
及
び
そ
の
敷
地(

空

き
家
等
と
な
る
予
定
と
な
る
も
の
を
含
む)
を
い
う
。 

 
 

二 

空
き
家
等
情
報
活
用
シ
ス
テ
ム 

 
 

 
 

東
栄
町
に
存
す
る
空
き
家
等
及
び
東
栄
町
へ
の
定
住
等
を
目
的
と
し
て
空
き
家
等
の
利

用
を
希
望
す
る
者
（
以
下
「利
用
希
望
者
」と
い
う
。
）の
登
録
を
通
し
て
、
空
き
家
等
登
録

者
及
び
利
用
登
録
者
に
対
し
て
あ
っ
せ
ん
を
行
う
シ
ス
テ
ム
を
い
う
。 

 
 

三 

所
有
者
等 

当
該
空
き
家
等
に
係
る
所
有
権
、
又
は
売
却
若
し
く
は
賃
貸
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
権

利
を
有
す
る
者
を
い
う
。 

 
 

四 

あ
っ
せ
ん 

 
 

 
 

空
き
家
等
及
び
利
用
希
望
者
に
関
す
る
情
報
で
、
空
き
家
等
登
録
者
、
又
は
利
用
登
録

者
に
対
し
て
有
用
な
も
の
を
提
供
す
る
こ
と
を
い
う
。 

 

（適
用
上
の
注
意
） 

第
三
条 

こ
の
要
綱
は
、
空
き
家
等
情
報
活
用
制
度
以
外
に
よ
る
空
き
家
等
の
取
引
を
規
制
す

る
も
の
で
は
な
い
。 

 

（空
き
家
等
情
報
の
収
集
） 

第
四
条 

町
長
は
、
空
き
家
等
情
報
の
収
集
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（空
き
家
等
の
登
録
申
込
み
等
） 

第
五
条 

空
き
家
等
情
報
活
用
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
空
き
家
等
に
関
す
る
登
録
を
受
け
よ
う
と
す

る
所
有
者
等
（以
下
「
申
込
者
」
と
い
う
。
）は
、
東
栄
町
空
き
家
等
登
録
申
請
書
（様
式
第
一

号
）を
町
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

町
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
申
込
み
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
内
容
等
を
確
認
の

上
空
き
家
等
情
報
活
用
シ
ス
テ
ム
の
「空
き
家
等
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」に
登
録
す
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

町
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
当
該
申
込
者
に
通
知
す
る
も

の
と
す
る
。 



４ 
町
長
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
し
て
い
な
い
空
き
家
等
で
、
空
き
家
等
情
報
活
用
制

度
に
よ
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
る
も
の
は
、
当
該
所
有
者
等
に
対
し
て
同
制
度
に
よ
る
登
録

を
勧
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（空
き
家
等
に
係
る
登
録
事
項
の
変
更
の
届
出
） 

第
六
条 

前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
通
知
を
受
け
た
申
込
者
（
以
下
「
空
き
家
等
登

録
者
」
と
い
う
。
）は
、
当
該
登
録
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
遅
延
な
く
そ
の
旨
を
町
長

に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（空
き
家
等
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
登
録
の
抹
消
） 

第
七
条 

町
長
は
、
当
該
空
き
家
等
に
係
る
所
有
権
そ
の
他
の
権
利
に
異
動
が
あ
っ
た
と
き
、
又

は
空
き
家
等
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
登
録
抹
消
の
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
空
き
家
等
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
の
登
録
を
抹
消
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
旨
を
当
該
空
き
家
等
登
録
者
に
通
知
す
る
も

の
と
す
る
。 

 

（利
用
希
望
者
の
登
録
の
申
込
み
等
） 

第
八
条 

空
き
家
等
情
報
活
用
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
利
用
希
望
者
に
関
す
る
登
録
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
（
以
下
「
利
用
申
込
者
」
と
い
う
。
）は
、
東
栄
町
空
き
家
等
利
用
登
録
申
込
書
（
様
式

第
二
号
）及
び
誓
約
書
（様
式
第
三
号
）を
町
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

町
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
申
込
み
が
あ
っ
た
と
き
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に

該
当
し
て
い
る
者
を
東
栄
町
空
き
家
等
情
報
活
用
シ
ス
テ
ム
の
「利
用
希
望
者
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」

に
登
録
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

空
き
家
等
に
定
住
し
、
又
は
定
期
的
に
滞
在
し
て
、
地
区
の
活
動
に
積
極
的
に
参
加
す

る
と
と
も
に
、
よ
き
地
域
住
民
と
し
て
生
活
し
よ
う
と
す
る
者 

 

二 

そ
の
他
、
町
長
が
適
当
と
認
め
た
者 

３ 

町
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
当
該
利
用
申
込
者
に
通
知
す

る
も
の
と
す
る
。 

 

（利
用
登
録
者
に
係
る
登
録
事
項
の
変
更
の
届
出
） 

第
九
条 

前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
通
知
を
受
け
た
利
用
申
込
者
（
以
下
「
利
用
登

録
者
」
と
い
う
。
）は
、
当
該
登
録
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
遅
延
な
く
そ
の
旨
を
町
長

に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（利
用
希
望
者
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
登
録
の
抹
消
） 

第
十
条 

町
長
は
、
利
用
登
録
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
利
用
希
望

者
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
登
録
を
抹
消
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
旨
を
当
該
利
用
登
録
者
に
通
知
す

る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

空
き
家
等
の
利
用
の
目
的
等
が
第
八
条
第
二
項
各
号
の
規
定
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
っ

た
と
き 

 

二 

空
き
家
等
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
公
の
秩
序
を
乱
し
、
又
は
居
住
地
域
を
害
す
る
お

そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
と
き 



 
三 

申
込
内
容
に
虚
偽
が
あ
っ
た
と
き 

 

四 
利
用
希
望
者
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
登
録
抹
消
の
届
出
が
あ
っ
た
と
き 

 

五 

そ
の
他
町
長
が
適
当
で
な
い
と
認
め
た
と
き 

（あ
っ
せ
ん
等
） 

第
十
一
条 

町
長
は
必
要
に
応
じ
て
、
空
き
家
等
登
録
者
及
び
空
き
家
等
利
用
希
望
登
録
者
に

対
し
て
、
登
録
台
帳
に
登
録
さ
れ
た
有
用
な
情
報
を
提
供
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

町
長
は
、
空
き
家
等
登
録
者
及
び
空
き
家
等
利
用
希
望
登
録
者
に
対
し
て
、
空
き
家
等
に

関
す
る
交
渉
な
ら
び
に
賃
貸
借
契
約
及
び
売
買
契
約
に
つ
い
て
は
、
直
接
こ
れ
に
関
与
し
な

い
。 

３ 

契
約
後
の
ト
ラ
ブ
ル
等
に
つ
い
て
は
、
当
事
者
間
で
解
決
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（個
人
情
報
の
保
護
） 

第
十
二
条 

第
五
条
第
二
項
及
び
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
、
登
録
台
帳
に
保
有
す
る
個

人
情
報
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
東
栄
町
個
人
情
報
保
護
条
例
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 

（そ
の
他
） 

第
十
三
条 

こ
の
要
綱
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項
は
別
に
定
め
る
。 

   
 

 
 

 

附 
 

則 

１ 

こ
の
要
綱
は
、
平
成
十
八
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
要
綱
の
施
行
の
際
、
現
に
な
さ
れ
て
い
る
空
き
家
登
録
及
び
空
き
家
利
用
希
望
登
録
に

つ
い
て
は
、
こ
の
要
綱
の
規
定
に
よ
る
空
き
家
登
録
及
び
空
き
家
利
用
希
望
登
録
と
み
な
す
。 

３ 

こ
の
要
綱
は
、
平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。 

４ 

こ
の
要
綱
は
、
令
和
元
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 


